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市内経済活性化事業業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１　業務の目的 

長引く食料品等の価格高騰による影響を鑑み、経済活性化事業として、全市民を対

象に OTACO 定額カードを配布する市内経済活性化事業を実施することとなった。

事業実施にあたり迅速かつ正確なサービスが提供可能な委託事業者をプロポーザ

ル方式によって選定することを目的として、当市において必要となる作業を業務委託

するものである。 

 

２　業務の概要 

（１）　事業名称 

市内経済活性化事業業務委託 

（２）　業務内容 

　　　　　 別紙「市内経済活性化事業業務委託に係る公募型プロポーザル仕様書」（以

下「仕様書」という。）のとおり 

※なお、仕様書の内容は現時点での予定であり、受託候補者との協議の中で

変更する場合がある。 

（３）　履行期間 

契約締結日から令和８年１月３１日（土） 

※履行期間は、業務上最低限必要な委託期間を示したものであり、業務状況

等を勘案し履行（委託）期間の延長を提案することを妨げるものではない。 

（４）　委託料上限額 

１００，０００，０００円（消費税及び地方消費税含む。） 

　 　　　　※この金額は、本事業の規模、契約金額の限度を示すものであり、この金額で

契約することを約束するものではない。 

（５）　支払要件 

委託業務完了後、受注者からの請求に基づき、３０日以内に支払いを行う。 

（６）　選定方法 

公募型プロポーザル方式とし、応募事業者が１者のみの場合においても、審査

を行うものとする。 

 

３　参加資格 

次に掲げる全ての条件を満たしていること。 

なお、契約締結までに参加資格を有しなくなった場合は、その時点で参加資格を失

うものとする。 
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（１）　太田市入札参加有資格者名簿に登録されていること。 

（２）　自治体が発注した金券等配布業務委託（金券の封入封緘、発送及びコール

センター業務）の実績を有していること。 

（３）　仕様書に基づく本業務を履行するために、適切な経験・専門知識を有する人

員を確保し、従事させることができること。また、本業務の遂行に必要な管理体

制を有し、業務の円滑な進行と品質の確保ができること。 

（４）　本業務を確実に遂行するために、安定した経営基盤（財務状況、組織体制、業

務継続性）を有していること。また、当該業務の遂行に関するノウハウや専門

的知識を有する者を適切に配置できること。 

（５）　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 

（６）　会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更正手続開始の申立て、又は

民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続の申立てがなされ

ている者でないこと。 

（７）　本プロポーザルの公表日から契約締結までの間、国や地方公共団体等の指

名停止処分を受けていないこと。 

（８）　租税を完納していること。 

（９）　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１

４７号）第５条及び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の

統制下にある団体でないこと。 

（１０）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）３

条及び第４条による指定を受けた指定暴力団等及びその構成員でないこと。 

 

４　スケジュール 

 項目 実施日程

 ① 公告日 令和７年７月１８日（金）

 ② 参加申込書類の受付開始 令和７年７月２２日（火）

 
③ 質問書受付期間

令和７年７月２２日（火） 

～７月２５日（金）午後５時まで

 
④ 質問書に対する回答 令和７年８月４日（月）までに随時

 
⑤ 参加申込書類の提出期限 令和７年８月６日（水）午後５時まで

 
⑥ 提案書提出者の選定通知 令和７年８月８日（金）
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　※上記スケジュールは予定であり変更となる場合もある。 

 

５ 質問及び回答 

募集の内容等に対する質問及び回答は次のとおりとする。電話や来庁による問い合

わせは受付しない。 

（１） 質問書提出期間 

令和７年７月２５日（金）午後５時まで 

（２） 提出方法 

下記 URL にアクセスし、質問事項を入力すること。 

 URL：https://logoform.jp/form/VswA/1112122 

（３） 回答日及び回答方法 

令和７年８月４日（月）までに随時太田市ホームページに掲載。 

 

６　参加申込について 

（１） 受付期間 

令和７年８月６日（水）午後５時まで 

（２） 申込方法 

下記の URL から参加申込をすること。 

　　ＵＲＬ：https://logoform.jp/form/VswA/1112106 

　　併せて、（１）の期間までに（３）の提出物を上記 URL から電子データを提出、ま

たは紙媒体を郵送・持参により提出すること。 

※郵送の場合は、（１）受付期間日必着 

※持参の場合は、土・日及び祝日等の閉庁日を除く、午前９時～午後５時まで 

【提出先：「１３　事務担当」　に記載の宛先に提出すること】 

（３）　提出物 

以下の参加申込書類①～⑥　 

※④～⑥を紙媒体にて提出する場合は１部 

 

 
⑦ 企画提案書類の提出期限 令和７年８月２２日（金）午後５時まで

 
⑧ 審査（書類審査） 令和７年８月２５日（月）から２７日（水）まで

 
⑨ 審査結果の通知 令和７年８月下旬ごろ

 
⑩ 契約締結 令和７年８月下旬以降
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【参加申込書類】 

※指定様式は、太田市ホームページ

（https://www.city.ota.gunma.jp/page/1049101.html）から取得すること 

※⑤、⑥について法人設立１年未満のため提出ができない場合は、その旨を記載し

た理由書（自由様式）を添付すること 

（４） 応募辞退 

申込後に応募を辞退する場合は、下記 URL の入力フォームから応募辞退をする 

こと。 

　　  URL：https://logoform.jp/form/VswA/1112142 

 

７　提案書提出者の選定通知について 

参加申込受付後、「３ 参加資格」を満たしているかについて書類審査を行い、令

和７年８月８日（金）までに参加資格審査結果通知書を、参加申込書に記載され

たアドレス宛てに電子メールで通知する。 

 

 提出書類 様式 備考

 
① 参加申込書 様式１ 電子データの提出とする

 
② 秘密保持誓約書 様式２ 電子データの提出とする

 
③ 業務実績書 様式３ 電子データの提出とする

 

④

プライバシーマークの付与又は ISMS

の認証を受けていることが確認できる

書類の写し

－ （スキャン画像等）電子デ

ータでの提出も可

 
⑤

直近１か年分の消費税及び地方消費

税の納税証明書
－ （スキャン画像等）電子デ

ータでの提出も可

 

⑥

直近１か年分の本店所在地の法人市

町村民税及び固定資産税・都市計画

税の納税証明書

－ （スキャン画像等）電子デ

ータでの提出も可
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８　企画提案書類の提出方法及び提出書類について 

（１） 提出書類 

 

【企画提案書類】 

 

 提出書類 様式 備考

 
① 企画提案書 任意様式

・書式は自由だが、Ａ４判で

の作成とし、表紙、目次を除

く各ページにページ番号を

付番すること 

・提案書のページ数は両面

15 枚（30 ページ）以内で

作成に努め、簡潔に記述す

ること 

・ページの一部分において横

長ページとする場合、Ａ３用

紙をＺ折にして綴じること 

・文字は原則 11 ポイント程

度以上とすること

 
② アピールポイントのまとめ 任意様式

・プレゼンテーションを行わ

ないため、企画提案書の

独自手法やアピールポイ

ントなどを A4 両面１枚以

内でまとめること

 
③ 業務工程表 

（全体スケジュール）
任意様式

・仕様書を踏まえ、提案内容

に合わせて作業工程項目

を設定し、ガントチャート形

式で作成すること 

・様式は任意だが、Ａ３判横と

し、１枚に収まるようにするこ

と

 
④ 見積書 任意様式

・積算内訳を記載すること 

・２（４）の委託料上限額内

で、別紙仕様書に記載の

内容を踏まえた見積金額

を提示すること。
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（２） 提出物 

 　　　ア　企画提案書類（紙媒体）　７部（正本１部、副本６部） 

※正本と副本の内容は全て同一とするが、副本への押印は省略できるものと 

する 

　　　　イ　企画提案書類①～④の電子データ（ＰＤＦ） 

（３） 提出期限 

　　　　企画提案書類：令和７年８月２２日（金）午後５時まで 

（4） 提出方法 

①　ア 紙媒体は、郵送または持参すること。 

※郵送の場合、（５）提出期限必着 

※持参の場合は、土・日及び祝日等の閉庁日を除く、午前９時～午後５時まで 

【提出先：「１３　事務担当」　に記載の宛先に提出すること】 
 

②　イ 電子データ（ＰＤＦ）については、下記の URL から提出をすること。 

　　　　  　ＵＲＬ：https://logoform.jp/form/VswA/1112147 

 

９　審査（書類審査） 

（１）　日時　 

令和７年８月２５日（月）から８月２７日（水）まで 

（２）　審査方法  

以下の「（３）審査基準」に基づき、審査する。 

（３） 審査基準 

 審査項目 評価基準 配点

 １ 業務実績・構築体

制

本業務が遂行可能と判断できる十分な実

績を有しているか
１０

 ２ 実施方針・運用ス

ケジュール

スケジュールが具体的かつ実現性が高い

ものであるか
２０

 ３ 提案内容の適格性 〇封入封緘及び発送にあたり、迅速かつ正

確性が担保された手法をとっているか 

〇常に状況を把握し、再配送や受渡し窓口

がスムーズに行えるシステムを構築して

いるか 

○作業の省力化や職員の負担軽減に期待

できる提案となっているか 

○本委託業務の特性を理解し、業務量の

変化に応じて弾力的に人材を配置する

など創意工夫が示されているか

３０
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  （4）　選考方法 

市内経済活性化事業業務委託公募型プロポーザル業者選定審査委員会（以

下、「審査委員会」という。）において、企画提案書等の提出書類の内容を審査

し、本業務に最も適していると認められる参加者を受託候補者として選定する。

ただし、個別の評価基準において著しく低い評価となった場合は、選定しない場

合がある。 

（６） 最優秀提案者 

審査結果により、最優秀提案者１者を選定すると共に、全ての審査参加者の交

渉優先順位を決定する。総合得点の最も高い提案をした参加者が複数者存在

した場合（同得点１位の場合）、正副委員長の合計得点の高い者を最優秀提案

者とする。 

 

１０ 審査結果について 

審査結果は、プロポーザル参加者全員に電子メールアドレス宛に通知し、電話等に

よる問い合わせには応じない。また、審査結果に対する問い合わせ及び異議には応

じない。 

 

 ４ 業務実施体制・管

理・研修

○市の代理人として、市民対応や各事務に

対して十分な業務体制となっているか 

〇OTACO の全般的な問い合わせについ

て、的確な対応ができるよう研修等を行

っているか 

○業務を停滞させず、必要な能力を持つ人

材を確保し、各業務を従事するにあたっ

てその品質を維持・向上させるための研

修など具体的方策が示されているか 

○個人情報などの情報漏洩への対策や、

人的ミス・処理遅延への対応やトラブル

予防策が講じられているか

２０

 ５ 見積金額 業務内容に対して、具体的かつ合理的・経

済的な見積金額となっているか
２０

 合計 １００
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１１　事業者との協議、契約締結 

（１）　審査により最優秀提案者として選定された者を受託候補者として、業務委託

契約締結に向けた協議を行う。なお、契約交渉が不調となった場合は、審査順

位が上位の参加者から順に契約締結の交渉を行う。 

（２）　契約方法は本プロポーザルに基づく随意契約とする。 

（３）　契約にあたっては太田市契約規則（平成１７年太田市規則第７５号）に基づく

こととする。 

（４）　企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及

び委託金額は太田市との交渉で決定する。 

 

１２　留意事項 

（１）　本プロポーザルの参加に係る全ての費用は、参加者の負担とする。 

（２）　企画提案は 1 者につき、1 件とする。 

（３）　提出期限後の書類の提出、再提出、差し替えは原則認めない。 

（４）　提出された書類等は返却しない。 

（５）　提出された書類は、審査目的以外での使用はしない。 

（６）　提出された書類は、審査範囲内で複製することがある。 

（７）　提出書類に含まれる著作物の著作権は、参加者に帰属する。 

（８）　本市が必要と認めたときには、追加資料の提出を依頼する場合がある。 

（９）　次のいずれかに該当する場合は失格となる。 

ア　見積額が委託料上限額を超えている場合 

イ　書類の提出が提出期限を過ぎた場合 

ウ　契約締結時までに「３　参加資格」を欠いていることが判明した場合 

エ　提出書類に虚偽または不正の記載があった場合 

オ　前各号に定めるほか、著しく信義に反する行為等、審査委員長が失格である

と認定した場合 

（１０）プロポーザルの提案者が１者のみであっても、プロポーザルが成立することと

し、審査及び選定を行う。なお、審査項目について評価点が満点の６０％以上

でない場合は、プロポーザルは不成立とし、企画提案方式により受託する事業

者を再公募する。 

（１１）企画提案にあたって、著作権等第三者の権利に関わるものの使用については、

参加者の責任において適切に処理すること。 

（１２）本プロポーザルへの参加及び不参加を問わず、本業務において知り得た情報

（周知の情報は除く）は、本業務の目的以外に使用し又は第三者に開示もしく

は漏えいしてはならない。 
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（１３）契約の履行にあたり、委託契約業務の全部を第三者に再委託することを禁止

とする。 

（１４）審査委員会は非公開とし、本選定に関する審査内容及び経過等については

公表しない。また、内容の照会等には応じない。 

（１５）審査結果に対する異議は一切受け付けない。 

 

１３　事務担当 

〒３７３－８７１８ 

群馬県太田市浜町２番３５号（本庁舎５階） 

太田市役所 産業環境部 産業政策課 商業係 

電　話：０２７６－４７－１８３４（直通） 

メール：025300＠mx.city.ota.gunma.jp


